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議案第７８号 

 

 

職員の退職手当に関する条例及び池田市立幼稚園型認定 

こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部改正 

について                      

  

 

職員の退職手当に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員

の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和５年１２月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

理  由 

退職手当の基本額の特例について、減額改定以外の理由による給料月額の

減額を受け、かつ、その減額後に６５歳までの定年の引上げに際して創設し

た給料月額を７割に減額する措置を受ける職員が退職した場合に対応できる

よう整備するため、関係条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

職員の退職手当に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども園の教育

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例第１８号）の一

部を次のように改正する。 

第５条の３中「第１４項まで」の次に「及び第１６項」を加え、「同項」

を「同条第１項」に改める。 

第８条の４第１項中「。以下「施行令」という。」を削る。 

第９条第５項中「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法」

に改める。 

第１４条第３項中「、支給条件、その他同項」を「及び支給条件その他前

２項」に改める。 

第２１条第６項中「第１項から第５項まで」を「前各項」に改める。 

附則第２項中「附則第６項から第１４項までの規定」を「第８条から第８

条の３まで並びに附則第５項から第１６項までの規定にかかわらず、これら

の規定（第８条から第８条の３までを除く。）」に改める。 

附則第３項中「又は第５条の２及び附則第９項の規定」を「、第５条の２、

第８条及び第８条の２並びに附則第５項及び第９項の規定にかかわらず、こ

れらの規定（第８条及び第８条の２を除く。）」に改める。 

附則第５項の見出し中「減額改定」を「減額改定等」に改め、同項中「除

く。）」の次に「又は給料月額の減額改定以外の理由（市長が定めるものに

限る。）」を、「減額前の給料月額」の次に「その他の減額後にその者に支

給するものとされる所定の額」を加える。 
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附則第９項中「の改定」の次に「（以下「７割措置」という。）」を加え

る。 

附則第１３項中「次項」の次に「及び附則第１６項」を加える。 

附則第１４項中「もの」の次に「（次項の規定の適用を受ける者を除

く。）」を加える。 

附則中第１５項を第１７項とし、第１４項の次に次の見出し及び２項を加

える。 

（７割措置減額日前に給料月額の減額改定以外の理由により給料月額を減

額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例） 

１５ 当分の間、退職した者の基礎在職期間中に、７割措置の適用を受け、

かつ、給料月額の減額改定以外の理由による給料月額の減額（７割措置の

適用を受ける期間の初日（以下「７割措置減額日」という。）前のものに

限る。以下「特別減額」という。）をされたことがある場合において、当

該特別減額の理由を生じた日（以下「特別減額日」という。）の前日にお

けるその者の給料月額のうち最も多いもの（以下「特別減額前給料月額」

という。）が７割措置減額日の前日におけるその者の給料月額（以下「７

割措置前給料月額」という。）より多く、かつ、７割措置前給料月額が退

職日給料月額より多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第３

条から第５条の２までの規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 

(1) その者が特別減額前給料月額に係る特別減額日のうち最も遅い日の前

日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、そ

の者の同日までの勤続期間及び特別減額前給料月額を基礎として、第３

条から第５条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当

する額 

(2) ７割措置前給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除し

た割合を乗じて得た額 
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ア その者が７割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由に

より退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び７割

措置前給料月額を基礎として、第３条から第５条までの規定により計

算した場合における当該退職手当の基本額の７割措置前給料月額に対

する割合 

イ 前号に掲げる額の特別減額前給料月額に対する割合 

(3) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割

合を乗じて得た額 

ア その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条までの規定に

より計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額

の退職日給料月額に対する割合 

イ 前号アに掲げる割合 

１６ 当分の間、第５条第１項に規定する者であって医療業務に従事する医

師及び歯科医師以外のものに対する前項の規定の適用については、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

附則第１５項第

１号 

及び特別減額前給料

月額 

並びに特別減額前給料月額及び

特別減額前給料月額に退職の日

において定められているその者

に係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当する

年数１年につき１００分の２を

退職の日において定められてい

るその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に

相当する年数で除して得た割合

を乗じて得た額の合計額 
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附則第１５項第

２号 

７割措置前給料月額

に、 

７割措置前給料月額及び７割措

置前給料月額に退職の日におい

て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数１

年につき１００分の２を退職の

日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当す

る年数で除して得た割合を乗じ

て得た額の合計額に、 

附則第１５項第

２号イ 

前号に掲げる額 その者が特別減額前給料月額に

係る特別減額日のうち最も遅い

日の前日に現に退職した理由と

同一の理由により退職したもの

とし、かつ、その者の同日まで

の勤続期間及び特別減額前給料

月額を基礎として、第３条から

第５条までの規定により計算し

た場合の退職手当の基本額に相

当する額 

附則第１５項第

３号 

退職日給料月額に、 退職日給料月額及び退職日給料

月額に退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退

職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数１年につき

１００分の２を退職の日におい

て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数で

除して得た割合を乗じて得た額

の合計額に、 
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（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部

改正） 

第２条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例

（令和２年池田市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第１０条中「第１６項まで」の次に「及び第１８項」を加え、「同項」を

「同条第１項」に改める。 

第２４条第８項中「第１９条第４項」を「第２２条第４項」に改める。 

附則第２項中「附則第１０項から第１６項までの規定」を「第１２条並び

に附則第１０項から第１８項まで及び第２０項の規定にかかわらず、これら

の規定（同条を除く。）」に改める。 

附則第３項中「又は第９条及び附則第１２項の規定」を「、第９条並びに

第１２条第１項及び第２項並びに附則第１２項及び第２０項の規定にかかわ

らず、これらの規定（同条第１項及び第２項を除く。）」に改める。 

附則第１２項中「の改定」の次に「（以下「７割措置」という。）」を加

える。 

附則第１５項中「次項」の次に「及び附則第１８項」を加える。 

附則第１６項中「規定する者」の次に「（次項の規定の適用を受ける者を

除く。）」を加える。 

附則中第１７項を第１９項とし、第１６項の次に次の見出し及び２項を加

える。 

（７割措置減額日前に給料の月額の減額改定以外の理由により給料の月額

を減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例） 

１７ 当分の間、退職した者の基礎在職期間中に、７割措置の適用を受け、

かつ、給料の月額の減額改定以外の理由による給料の月額の減額（７割措

置の適用を受ける期間の初日（以下「７割措置減額日」という。）前のも

のに限る。以下「特別減額」という。）をされたことがある場合において、
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当該特別減額の理由を生じた日（以下「特別減額日」という。）の前日に

おけるその者の給料の月額のうち最も多いもの（以下「特別減額前給料月

額」という。）が７割措置減額日の前日におけるその者の給料の月額（以

下「７割措置前給料月額」という。）より多く、かつ、７割措置前給料月

額が退職日給料月額より多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、

第６条から第９条までの規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 

(1) その者が特別減額前給料月額に係る特別減額日のうち最も遅い日の前

日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、そ

の者の同日までの勤続期間及び特別減額前給料月額を基礎として、第６

条から第８条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当

する額 

(2) ７割措置前給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除し

た割合を乗じて得た額 

ア その者が７割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由に

より退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び７割

措置前給料月額を基礎として、第６条から第８条までの規定により計

算した場合における当該退職手当の基本額の７割措置前給料月額に対

する割合 

イ 前号に掲げる額の特別減額前給料月額に対する割合 

(3) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割

合を乗じて得た額 

ア その者に対する退職手当の基本額が第６条から第８条までの規定に

より計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額

の退職日給料月額に対する割合 

イ 前号アに掲げる割合 

１８ 当分の間、第８条第１項に規定する者に対する前項の規定の適用につ
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いては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

附則第１７項第

１号 

及び特別減額前給料

月額 

並びに特別減額前給料月額及び

特別減額前給料月額に退職の日

において定められているその者

に係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当する

年数１年につき１００分の２を

退職の日において定められてい

るその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に

相当する年数で除して得た割合

を乗じて得た額の合計額 

附則第１７項第

２号 

７割措置前給料月額

に、 

７割措置前給料月額及び７割措

置前給料月額に退職の日におい

て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数１

年につき１００分の２を退職の

日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当す

る年数で除して得た割合を乗じ

て得た額の合計額に、 

附則第１７項第

２号イ 

前号に掲げる額 その者が特別減額前給料月額に

係る特別減額日のうち最も遅い

日の前日に現に退職した理由と

同一の理由により退職したもの

とし、かつ、その者の同日まで

の勤続期間及び特別減額前給料
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附則に次の１項を加える。 

（給料の月額の減額改定等があった場合の給料の月額の取扱いの特例） 

２０ 退職した者の基礎在職期間中に給料の月額の減額改定又は給料の月額

の減額改定以外の理由（教育委員会が定めるものに限る。）によりその者

の給料の月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給

料の月額が減額前の給料の月額その他の減額後にその者に支給するものと

される所定の額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することと

する条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料の

月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第１４条第２項に規

定する池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の規

定による基本給月額に含まれる給料の月額については、この限りでない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  月額を基礎として、第６条から

第８条までの規定により計算し

た場合の退職手当の基本額に相

当する額 

附則第１７項第

３号 

退職日給料月額に、 退職日給料月額及び退職日給料

月額に退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退

職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数１年につき

１００分の２を退職の日におい

て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数で

除して得た割合を乗じて得た額

の合計額に、 
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議案第７８号  説  明 

 

職員の退職手当に関する条例及び池田市立幼稚園型認定 

こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部改正 

について                      

 

１ 職員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例第１８号）の一部改

正〔第１条関係〕 

(1) (2)に伴う所要の規定の整理を行うほか、文言の整理等を行うものであ

ること。 

（第１条中第５条の３、第８条の４、第９条、第１４条 

及び第２１条並びに附則第２項、第３項、第５項、 

第９項、第１３項及び第１４項の改正関係） 

(2) ７割措置（地方公務員法等の一部改正に伴う職員の定年引上げのための

関係条例の整備に関する条例（令和４年池田市条例第１７号）により、６

５歳までの職員の定年の引上げに際して創設した６０歳以上の一定の職員

の給料月額を７割に減額する措置をいう。以下同じ。）による給料月額の

減額を受け、かつ、その７割措置の適用前に給料月額の減額改定以外の理

由による給料月額の減額措置を受けたことがある職員が退職する場合で、

その減額措置による減額前の給料月額が７割措置による減額前の給料月額

より多く、かつ、７割措置による減額前の給料月額が退職日における給料

月額より多いときには、その２回の給料月額の減額前それぞれの在職期間

に対応する退職手当の基本額の算定についてはそれぞれ減額前の給料月額

を基礎とし、７割措置の適用以後から退職日までの在職期間に対応する退

職手当の基本額の算定については退職日における給料月額を基礎として行

うこととするものであること。また、一定の早期退職をした場合には、そ
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の算定の基礎とする給料月額を割増しすることとするものであること。 

（第１条中附則第１５項を附則第１７項とし、 

附則第１４項の次に２項を加える改正関係） 

２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例（令和

２年池田市条例第３１号）の一部改正〔第２条関係〕 

(1) (2)及び(3)に伴う所要の規定の整理を行うほか、文言の整理を行うもの

であること。 

（第２条中第１０条及び第２４条並びに附則第２項、第３項、 

第１２項、第１５項及び第１６項の改正関係） 

(2) ７割措置による給料の月額の減額を受け、かつ、その７割措置の適用前

に給料の月額の減額改定以外の理由による給料の月額の減額措置を受けた

ことがある池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員が退職する場合で、

その減額措置による減額前の給料の月額が７割措置による減額前の給料の

月額より多く、かつ、７割措置による減額前の給料の月額が退職日におけ

る給料の月額より多いときには、その２回の給料の月額の減額前それぞれ

の在職期間に対応する退職手当の基本額の算定についてはそれぞれ減額前

の給料の月額を基礎とし、７割措置の適用以後から退職日までの在職期間

に対応する退職手当の基本額の算定については退職日における給料の月額

を基礎として行うこととするものであること。また、一定の早期退職をし

た場合には、その算定の基礎とする給料の月額を割増しすることとするも

のであること。 

（第２条中附則第１７項を附則第１９項とし、 

附則第１６項の次に２項を加える改正関係） 

(3) 給料の月額の減額改定又は給料の月額の減額改定以外の理由による給料

の月額の減額があった場合における給料の月額の取扱いの特例について定

めるものであること。 
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（第２条中附則に１項を加える改正関係） 

３ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第７８号  参  考（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

① ③

Ａ

Ｂ

Ｃ

退職日

給
料
月
額

勤続期間②

特別減額日

７割措置減額日

※ ②の期間については、「７割措置前給料月額(=Ｂ)」よりも低い「退職日給料月額(=Ｃ)」で算定されてしまう。      

７割措置減額日以後、定年退職する場合（勤続期間＝①＋②＋③） 

退職手当の基本額 = 385,100円 × 39.29715 + 250,900円 × 8.41185 ＝ 17,243,865円 

 

７割措置減額日の前日に退職する場合（勤続期間＝①＋②） 

退職手当の基本額 ＝ 385,100円 × 39.29715 + 358,400円 × 7.533    ＝ 17,833,159円 

 

⇒ 定年退職する場合、７割措置減額日の前日に退職する場合と比較して、勤続期間が１年⾧くなっている 

にも関わらず、退職手当の基本額は 589,294 円減少 してしまう。 

７割措置減額日以後、定年退職する場合（勤続期間＝①＋②＋③） 

退職手当の基本額 = 385,100円 × 39.29715 + 358,400円 × 7.533 ＋ 250,900円 × 0.87885 ＝ 18,053,662円 

 

⇒ ７割措置減額日の前日に退職する場合と比較して 220,503円増加 

退職手当の算定モデルケース 

①29年の支給率 

①29年の支給率 ②5年の支給率 

②+③6年の支給率 

①29年の支給率 ②5年の支給率 ③1年の支給率 

退職手当の基本額 ＝ Ａ × ①の期間の支給率 ＋ Ｃ × ( ②＋③ )の期間の支給率 

【改正前】 の部分の面積が改正前の退職手当の基本額 

退職手当の基本額 ＝ Ａ × ①の期間の支給率 ＋ Ｂ × ②の期間の支給率 ＋ Ｃ × ③の期間の支給率 

【改正後】 の部分の面積が改正後の退職手当の基本額 

２６歳で入庁し、５５歳で給料表の切替えにより給料月額が減額され、６０歳で定年の引上げに伴う 

給料月額を７割に減額する措置の適用を受け、６１歳で定年退職する職員の場合 

※ 退職手当の試算額は、下記の内容で勤務する場合を基に計算しています。 
・定 年 年 齢  ６１歳 
・勤 続 期 間  ３５年（ ①２９年 ②５年 ③１年 ） 
・給料月額Ａ  ３８５，１００円（＝特別減額前給料月額） 
・給料月額Ｂ  ３５８，４００円（＝７割措置前給料月額） 
・給料月額Ｃ  ２５０，９００円（＝退職日給料月額） 

-
 
1
3
 
-



議案第７８号  参  考（２） 

職員の退職手当に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

１ 職員の退職手当に関する条例 

第１条～第５条の２ （略） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第５条の３ 第５条第１項に規定する者（２５年以上勤続し、法律の規定に基

づく任期を終えて退職した者を除く。附則第１０項から第１４項までにおい

て同じ。）のうち、定年に達する日から６月前までに退職したものであっ

て、その勤続期間が２５年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において

定められているその者に係る定年から１５年を減じた年齢以上であるものに

対する同項及び前条第１項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 

 

第６条～第８条の３ （略） 

（退職手当の調整額） 

第８条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間

（第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の初日の

属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月（地方公務

１ 職員の退職手当に関する条例 

第１条～第５条の２ （略） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第５条の３ 第５条第１項に規定する者（２５年以上勤続し、法律の規定に基

づく任期を終えて退職した者を除く。附則第１０項から第１４項まで及び第

１６項において同じ。）のうち、定年に達する日から６月前までに退職した

ものであって、その勤続期間が２５年以上であり、かつ、その年齢が退職の

日において定められているその者に係る定年から１５年を減じた年齢以上で

あるものに対する同条第１項及び前条第１項の規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第６条～第８条の３ （略） 

（退職手当の調整額） 

第８条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間

（第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の初日の

属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月（地方公務

（略） （略） 

-
 
1
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

員法第２７条及び第２８条の規定による休職（公務上の傷病による休職、通

勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第

１２４号）に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４５年法律

第８２号）に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法

律（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地開発公社（以下「地方公社」

という。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号。

以下「施行令」という。）第６条に規定する法人（退職手当（これに相当す

る給与を含む。）に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業

務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用され

る者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又

はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定

めているものに限る。以下「休職指定法人」という。）の業務に従事させる

ための休職及び職員の分限に関する条例（昭和２７年池田市条例第１号）第

３条の規定による休職を除く。）、地方公務員法第２９条の規定による停職

その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間

のある月（現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第９条

第４項において「休職月等」という。）のうち規則で定めるものを除く。）

ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて

当該各号に定める額（以下この項及び第５項において「調整月額」とい

員法第２７条及び第２８条の規定による休職（公務上の傷病による休職、通

勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第

１２４号）に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４５年法律

第８２号）に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法

律（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地開発公社（以下「地方公社」

という。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）

第６条に規定する法人（退職手当（これに相当する給与を含む。）に関する

規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職さ

れ、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合における

その者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者

としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下

「休職指定法人」という。）の業務に従事させるための休職及び職員の分限

に関する条例（昭和２７年池田市条例第１号）第３条の規定による休職を除

く。）、地方公務員法第２９条の規定による停職その他これらに準ずる事由

により現実に職務に従事することを要しない期間のある月（現実に職務に従

事することを要する日のあった月を除く。第９条第４項において「休職月

等」という。）のうち規則で定めるものを除く。）ごとに当該各月にその者

が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額（以

下この項及び第５項において「調整月額」という。）のうちその額が最も多

-
 
1
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

う。）のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第１順位

から第６０順位までの調整月額（当該各月の月数が６０月に満たない場合に

は、当該各月の調整月額）を合計した額とする。 

(1)～(9) （略） 

２～５ （略） 

第８条の５ （略） 

（勤続期間の計算） 

第９条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項に規定する職員として引き続いた在職期間には、職員以外の地方公

務員又は国家公務員（国家公務員等退職手当法（昭和２８年法律第１８２

号）第２条に規定する者をいう。以下同じ。）（以下「職員以外の地方公務

員等」と総称する。）が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員

以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場

合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間

をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算

するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相

当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職

いものから順次その順位を付し、その第１順位から第６０順位までの調整月

額（当該各月の月数が６０月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を

合計した額とする。 

(1)～(9) （略） 

２～５ （略） 

第８条の５ （略） 

（勤続期間の計算） 

第９条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項に規定する職員として引き続いた在職期間には、職員以外の地方公

務員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）

第２条に規定する者をいう。以下同じ。）（以下「職員以外の地方公務員

等」と総称する。）が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以

外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合

において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間に

ついては、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を

その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算す

るものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当

する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公

共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独立行政

法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方独立

行政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第４８条第２

項又は第５１条第２項に規定する基準をいう。以下同じ。）において明確に

定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者

の給料月額で除して得た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じたと

きは、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）は、その者の職員として

の引き続いた在職期間には含まないものとする。 

(1)～(7) （略） 

６～９ （略） 

第１０条～第１３条 （略） 

（失業者の退職手当） 

第１４条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項の規定による退職手当の支給額、支給条件、その他同項に規定する

もののほか、法に規定する失業給付に相当する額の支給に関し必要な事項は

規則で定める。 

第１５条～第２０条 （略） 

間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共

団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法

人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方独立行

政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第４８条第２項

又は第５１条第２項に規定する基準をいう。以下同じ。）において明確に定

められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の

給料月額で除して得た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じたとき

は、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）は、その者の職員としての

引き続いた在職期間には含まないものとする。 

(1)～(7) （略） 

６～９ （略） 

第１０条～第１３条 （略） 

（失業者の退職手当） 

第１４条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項の規定による退職手当の支給額及び支給条件その他前２項に規定す

るもののほか、法に規定する失業給付に相当する額の支給に関し必要な事項

は規則で定める。 

第１５条～第２０条 （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２１条 （略） 

２～５ （略） 

６ 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第１６条第１項に規定

する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受

給者の相続財産の額のうち第１項から第５項までの規定による処分を受ける

べき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の

額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等

に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相

続人が２人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般

の退職手当等の額を超えることとなってはならない。 

７・８ （略） 

第２２条～第２４条 （略） 

   附 則 

１ （略） 

（退職手当の基本額に係る特例） 

２ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職した者（職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例（昭和４９年池田市条例第５号。以下「昭和４

９年３月改正条例」という。）附則第３項の規定に該当する者を除く。）に

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２１条 （略） 

２～５ （略） 

６ 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第１６条第１項に規定

する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受

給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又

は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手

当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額

を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が２人以上

あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の

額を超えることとなってはならない。 

７・８ （略） 

第２２条～第２４条 （略） 

   附 則 

１ （略） 

（退職手当の基本額に係る特例） 

２ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職した者（職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例（昭和４９年池田市条例第５号。以下「昭和４

９年３月改正条例」という。）附則第３項の規定に該当する者を除く。）に
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        改        正        前         改        正        後 

対する退職手当の基本額は、第３条から第５条の３まで及び附則第６項から

第１４項までの規定により計算した額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じ

て得た額とする。この場合において、第８条の５第１項中「前条」とあるの

は、「前条並びに附則第２項」とする。 

 

３ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職した者（昭和４９年

３月改正条例附則第４項の規定に該当する者を除く。）で第３条第１項の規

定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第５条

の２及び附則第９項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得

た額とする。 

 

４ （略） 

（給料月額の減額改定があった場合の給料月額の取扱いの特例） 

５ 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定（平成１８年３月３１

日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。）により

その者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の

給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給

することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定によ

る給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第８条の５第２

対する退職手当の基本額は、第３条から第５条の３まで及び第８条から第８

条の３まで並びに附則第５項から第１６項までの規定にかかわらず、これら

の規定（第８条から第８条の３までを除く。）により計算した額にそれぞれ

１００分の８３．７を乗じて得た額とする。この場合において、第８条の５

第１項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第２項」とする。 

３ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職した者（昭和４９年

３月改正条例附則第４項の規定に該当する者を除く。）で第３条第１項の規

定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項、第５条の

２、第８条及び第８条の２並びに附則第５項及び第９項の規定にかかわら

ず、これらの規定（第８条及び第８条の２を除く。）により計算した額に前

項に定める割合を乗じて得た額とする。 

４ （略） 

（給料月額の減額改定等があった場合の給料月額の取扱いの特例） 

５ 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定（平成１８年３月３１

日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。）又は給

料月額の減額改定以外の理由（市長が定めるものに限る。）によりその者の

給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額

が減額前の給料月額その他の減額後にその者に支給するものとされる所定の

額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用
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        改        正        前         改        正        後 

項に規定する池田市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料表が

適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定する

その他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規

則で定めるものについては、この限りでない。 

 

 

６～８ （略） 

（定年の引上げによる給料月額の改定を給料月額の減額改定としない特例） 

９ 池田市一般職の職員の給与に関する条例附則第１９項の規定による職員の

給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。 

 

１０～１２ （略） 

１３ 当分の間、第５条第１項に規定する者（職制若しくは定数の改廃又は予

算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者及び公務上の傷

病又は死亡により退職した者に限る。次項において同じ。）であって医療業

務に従事する医師及び歯科医師以外のものが６０歳に達する日前に退職した

ときにおける第５条の３及び第８条の３の規定の適用については、第５条の

３の表第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１

項第２号の項並びに第８条の３の表第８条の項、第８条の２第１号の項及び

を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額

を含まないものとする。ただし、第８条の５第２項に規定する池田市一般職

の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本

給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給

月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについて

は、この限りでない。 

６～８ （略） 

（定年の引上げによる給料月額の改定を給料月額の減額改定としない特例） 

９ 池田市一般職の職員の給与に関する条例附則第１９項の規定による職員の

給料月額の改定（以下「７割措置」という。）は、給料月額の減額改定に該

当しないものとする。 

１０～１２ （略） 

１３ 当分の間、第５条第１項に規定する者（職制若しくは定数の改廃又は予

算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者及び公務上の傷

病又は死亡により退職した者に限る。次項及び附則第１６項において同

じ。）であって医療業務に従事する医師及び歯科医師以外のものが６０歳に

達する日前に退職したときにおける第５条の３及び第８条の３の規定の適用

については、第５条の３の表第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の

項及び第５条の２第１項第２号の項並びに第８条の３の表第８条の項、第８
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        改        正        前         改        正        後 

第８条の２第２号の項中「１００分の２」とあるのは、「６０歳と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当する年数に１００分の２を乗じて得た割

合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

 

１４ 当分の間、第５条第１項に規定する者であって医療業務に従事する医師

及び歯科医師以外のものが６０歳に達した日以後に退職したときにおける第

５条の３及び第８条の３の規定の適用については、第５条の３の表第５条第

１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項並

びに第８条の３の表第８条の項、第８条の２第１号の項及び第８条の２第２

号の項中「１００分の２」とあるのは、「１００分の２を退職の日において

定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数で除して得た割合」とする。 

 

 

 

 

 

 

条の２第１号の項及び第８条の２第２号の項中「１００分の２」とあるの

は、「６０歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に１０

０分の２を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割

合」とする。 

１４ 当分の間、第５条第１項に規定する者であって医療業務に従事する医師

及び歯科医師以外のもの（次項の規定の適用を受ける者を除く。）が６０歳

に達した日以後に退職したときにおける第５条の３及び第８条の３の規定の

適用については、第５条の３の表第５条第１項の項、第５条の２第１項第１

号の項及び第５条の２第１項第２号の項並びに第８条の３の表第８条の項、

第８条の２第１号の項及び第８条の２第２号の項中「１００分の２」とある

のは、「１００分の２を退職の日において定められているその者に係る定年

と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」

とする。 

 （７割措置減額日前に給料月額の減額改定以外の理由により給料月額を減額

されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例） 

１５ 当分の間、退職した者の基礎在職期間中に、７割措置の適用を受け、か

つ、給料月額の減額改定以外の理由による給料月額の減額（７割措置の適用

を受ける期間の初日（以下「７割措置減額日」という。）前のものに限る。
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下「特別減額」という。）をされたことがある場合において、当該特別減

額の理由を生じた日（以下「特別減額日」という。）の前日におけるその者

の給料月額のうち最も多いもの（以下「特別減額前給料月額」という。）が

７割措置減額日の前日におけるその者の給料月額（以下「７割措置前給料月

額」という。）より多く、かつ、７割措置前給料月額が退職日給料月額より

多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第３条から第５条の２ま

での規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 

(1) その者が特別減額前給料月額に係る特別減額日のうち最も遅い日の前日

に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者

の同日までの勤続期間及び特別減額前給料月額を基礎として、第３条から

第５条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 

(2) ７割措置前給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した

割合を乗じて得た額 

ア その者が７割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由によ

り退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び７割措置

前給料月額を基礎として、第３条から第５条までの規定により計算した

場合における当該退職手当の基本額の７割措置前給料月額に対する割合 

イ 前号に掲げる額の特別減額前給料月額に対する割合 

(3) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を乗じて得た額 

ア その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条までの規定によ

り計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退

職日給料月額に対する割合 

イ 前号アに掲げる割合 

１６ 当分の間、第５条第１項に規定する者であって医療業務に従事する医師

及び歯科医師以外のものに対する前項の規定の適用については、次の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

附則第１５項第

１号 

及び特別減額前給料

月額 

並びに特別減額前給料月額及び

特別減額前給料月額に退職の日

において定められているその者

に係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当する

年数１年につき１００分の２を

退職の日において定められてい

るその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に

相当する年数で除して得た割合
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  を乗じて得た額の合計額 

附則第１５項第

２号 

７割措置前給料月額

に、 

７割措置前給料月額及び７割措

置前給料月額に退職の日におい

て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数１

年につき１００分の２を退職の

日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当す

る年数で除して得た割合を乗じ

て得た額の合計額に、 

附則第１５項第

２号イ 

前号に掲げる額 その者が特別減額前給料月額に

係る特別減額日のうち最も遅い

日の前日に現に退職した理由と

同一の理由により退職したもの

とし、かつ、その者の同日まで

の勤続期間及び特別減額前給料

月額を基礎として、第３条から

第５条までの規定により計算し

-
 
2
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ （略） 

  ２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例 

第１条～第９条 （略） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第１０条 第８条第１項に規定する者（２５年以上勤続し、法律の規定に基づ

く任期を終えて退職をした者を除く。附則第１３項から第１６項までにおい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ （略） 

２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例 

第１条～第９条 （略） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第１０条 第８条第１項に規定する者（２５年以上勤続し、法律の規定に基づ

く任期を終えて退職をした者を除く。附則第１３項から第１６項まで及び第

  た場合の退職手当の基本額に相

当する額 

附則第１５項第

３号 

退職日給料月額に、 退職日給料月額及び退職日給料

月額に退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退

職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数１年につき

１００分の２を退職の日におい

て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数で

除して得た割合を乗じて得た額

の合計額に、 

-
 
2
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

て同じ。）のうち、定年に達する日から６月前までに退職をしたものであっ

て、その勤続期間が２５年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において

定められているその者に係る定年から１５年を減じた年齢以上であるものに

対する同項及び前条第１項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 

 

第１１条～第２３条 （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２４条 （略） 

２～７ （略） 

８ 池田市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項において準用する第１９

条第４項の規定による意見の聴取について準用する。 

第２５条～第２７条 （略） 

   附 則 

１ （略） 

（退職手当の基本額に係る特例） 

２ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職をした者に対する退職手当の基

本額は、第６条から第１０条まで及び附則第１０項から第１６項までの規定

１８項において同じ。）のうち、定年に達する日から６月前までに退職をし

たものであって、その勤続期間が２５年以上であり、かつ、その年齢が退職

の日において定められているその者に係る定年から１５年を減じた年齢以上

であるものに対する同条第１項及び前条第１項の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第１１条～第２３条 （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２４条 （略） 

２～７ （略） 

８ 池田市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項において準用する第２２

条第４項の規定による意見の聴取について準用する。 

第２５条～第２７条 （略） 

   附 則 

１ （略） 

（退職手当の基本額に係る特例） 

２ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職をした者に対する退職手当の基

本額は、第６条から第１０条まで及び第１２条並びに附則第１０項から第１

（略） （略） 

-
 
2
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

により計算した額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じて得た額とする。こ

の場合において、第１４条第１項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則

第２項」とする。 

 

３ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職をした者で第６条第

１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又

は第９条及び附則第１２項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗

じて得た額とする。 

 

４～１１ （略） 

（定年の引上げによる給料の月額の改定を給料の月額の減額改定としない特

例） 

１２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例附則第１

９項の規定による職員の給料の月額の改定は、第９条に規定する給料の月額

の減額改定に該当しないものとする。 

１３・１４ （略） 

１５ 当分の間、第８条第１項に規定する者（職制若しくは定数の改廃又は予

算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者及び公務上の傷

病又は死亡により退職した者に限る。次項において同じ。）が６０歳に達す

８項まで及び第２０項の規定にかかわらず、これらの規定（同条を除く。）

により計算した額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じて得た額とする。こ

の場合において、第１４条第１項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則

第２項」とする。 

３ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職をした者で第６条第

１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項、

第９条並びに第１２条第１項及び第２項並びに附則第１２項及び第２０項の

規定にかかわらず、これらの規定（同条第１項及び第２項を除く。）により

計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。 

４～１１ （略） 

（定年の引上げによる給料の月額の改定を給料の月額の減額改定としない特

例） 

１２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例附則第１

９項の規定による職員の給料の月額の改定（以下「７割措置」という。）

は、第９条に規定する給料の月額の減額改定に該当しないものとする。 

１３・１４ （略） 

１５ 当分の間、第８条第１項に規定する者（職制若しくは定数の改廃又は予

算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者及び公務上の傷

病又は死亡により退職した者に限る。次項及び附則第１８項において同

-
 
2
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

る日前に退職したときにおける第１０条及び第１２条の規定の適用について

は、第１０条の表第８条第１項の項、第９条第１項第１号の項及び第９条第

１項第２号の項並びに第１２条第３項の表第１項の項、第２項第１号の項及

び第２項第２号の項中「１００分の２」とあるのは、「６０歳と退職の日に

おけるその者の年齢との差に相当する年数に１００分の２を乗じて得た割合

を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

 

１６ 当分の間、第１０条に規定する者が６０歳に達した日以後に退職したと

きにおける第１０条及び第１２条の規定の適用については、第１０条の表第

８条第１項の項、第９条第１項第１号の項及び第９条第１項第２号の項並び

に第１２条第３項の表第１項の項、第２項第１号の項及び第２項第２号の項

中「１００分の２」とあるのは、「１００分の２を退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当す

る年数で除して得た割合」とする。 

 

 

 

 

じ。）が６０歳に達する日前に退職したときにおける第１０条及び第１２条

の規定の適用については、第１０条の表第８条第１項の項、第９条第１項第

１号の項及び第９条第１項第２号の項並びに第１２条第３項の表第１項の

項、第２項第１号の項及び第２項第２号の項中「１００分の２」とあるの

は、「６０歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に１０

０分の２を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割

合」とする。 

１６ 当分の間、第１０条に規定する者（次項の規定の適用を受ける者を除

く。）が６０歳に達した日以後に退職したときにおける第１０条及び第１２

条の規定の適用については、第１０条の表第８条第１項の項、第９条第１項

第１号の項及び第９条第１項第２号の項並びに第１２条第３項の表第１項の

項、第２項第１号の項及び第２項第２号の項中「１００分の２」とあるの

は、「１００分の２を退職の日において定められているその者に係る定年と

退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」と

する。 

（７割措置減額日前に給料の月額の減額改定以外の理由により給料の月額を

減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例） 

１７ 当分の間、退職した者の基礎在職期間中に、７割措置の適用を受け、か

-
 
2
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つ、給料の月額の減額改定以外の理由による給料の月額の減額（７割措置の

適用を受ける期間の初日（以下「７割措置減額日」という。）前のものに限

る。以下「特別減額」という。）をされたことがある場合において、当該特

別減額の理由を生じた日（以下「特別減額日」という。）の前日におけるそ

の者の給料の月額のうち最も多いもの（以下「特別減額前給料月額」とい

う。）が７割措置減額日の前日におけるその者の給料の月額（以下「７割措

置前給料月額」という。）より多く、かつ、７割措置前給料月額が退職日給

料月額より多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第６条から第

９条までの規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 

(1) その者が特別減額前給料月額に係る特別減額日のうち最も遅い日の前日

に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者

の同日までの勤続期間及び特別減額前給料月額を基礎として、第６条から

第８条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 

(2) ７割措置前給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した

割合を乗じて得た額 

ア その者が７割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由によ

り退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び７割措置

前給料月額を基礎として、第６条から第８条までの規定により計算した

場合における当該退職手当の基本額の７割措置前給料月額に対する割合 

-
 
2
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 前号に掲げる額の特別減額前給料月額に対する割合 

(3) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合

を乗じて得た額 

ア その者に対する退職手当の基本額が第６条から第８条までの規定によ

り計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退

職日給料月額に対する割合 

イ 前号アに掲げる割合 

１８ 当分の間、第８条第１項に規定する者に対する前項の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

附則第１７項第

１号 

及び特別減額前給料

月額 

並びに特別減額前給料月額及び

特別減額前給料月額に退職の日

において定められているその者

に係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当する

年数１年につき１００分の２を

退職の日において定められてい

るその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に

-
 
3
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  相当する年数で除して得た割合

を乗じて得た額の合計額 

附則第１７項第

２号 

７割措置前給料月額

に、 

７割措置前給料月額及び７割措

置前給料月額に退職の日におい

て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数１

年につき１００分の２を退職の

日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当す

る年数で除して得た割合を乗じ

て得た額の合計額に、 

附則第１７項第

２号イ 

前号に掲げる額 その者が特別減額前給料月額に

係る特別減額日のうち最も遅い

日の前日に現に退職した理由と

同一の理由により退職したもの

とし、かつ、その者の同日まで

の勤続期間及び特別減額前給料

月額を基礎として、第６条から

-
 
3
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ （略） 

（給料の月額の減額改定等があった場合の給料の月額の取扱いの特例） 

２０ 退職した者の基礎在職期間中に給料の月額の減額改定又は給料の月額の

減額改定以外の理由（教育委員会が定めるものに限る。）によりその者の給

料の月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料の月

  第８条までの規定により計算し

た場合の退職手当の基本額に相

当する額 

附則第１７項第

３号 

退職日給料月額に、 退職日給料月額及び退職日給料

月額に退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退

職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数１年につき

１００分の２を退職の日におい

て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数で

除して得た割合を乗じて得た額

の合計額に、 

-
 
3
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

額が減額前の給料の月額その他の減額後にその者に支給するものとされる所

定の額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の

適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料の月額には、当

該差額を含まないものとする。ただし、第１４条第２項に規定する池田市立

幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の規定による基本給月

額に含まれる給料の月額については、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-
 
3
3
 
-



議案第７９号 

 

 

池田市消防保安行政事務手数料条例の一部改正について 

 

 

池田市消防保安行政事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

 

令和５年１２月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

 

理  由   

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、本条例の一

部を改正するものである。 

 

 

- 34 -



池田市条例第  号 

 

池田市消防保安行政事務手数料条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市消防保安行政事務手数料条例（平成２３年池田市条例第１１号）の一

部を次のように改正する。 

別表第５の７の部中「第３６条第１項」を「法第３６条第１項」に改め、同

表の９の部中「又は第３項」を「若しくは第３項又は第３９条の２２第１項」

に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年１２月２１日から施行する。 

 

 

- 35 -



議案第７９号  説  明 

 

池田市消防保安行政事務手数料条例の一部改正について 

 

１ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法

律第１４９号）に基づく液化石油ガスの貯蔵施設又は特定供給設備の設置又

は位置、構造、設備等の変更をしたときの完成検査に係る手数料の一部につ

いて、認定高度保安実施事業者（高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４

号）の一部改正により創設された認定高度保安実施事業者制度において高圧

ガスの高度な保安を実施できるとして経済産業大臣の認定を受けた者をい

う。）が行った高圧ガスの製造のための施設としての完成検査に合格した貯

蔵施設又は特定供給設備を除いて算定することとするものであること。また、

文言の整理を行うものであること。 

（別表第５の改正関係） 

２ この条例は、令和５年１２月２１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第７９号  参  考 

池田市消防保安行政事務手数料条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

本則 （略） 

別表第１～別表第４ （略） 

別表第５（第２条関係） 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本則 （略） 

別表第１～別表第４ （略） 

別表第５（第２条関係） 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務 区分 金額 

１～６ （略） 

７ 第３６条第１項の規

定による同項第１号

に規定する貯蔵施設

（以下「貯蔵施設」

という。）又は法第

１６条の２第１項に

規定する特定供給設

備（以下「特定供給

設備」という。）の

設置の許可の申請に

対する審査 

（略） 

８ （略） 

 

事務 区分 金額 

１～６ （略） 

７ 法第３６条第１項の

規定による同項第１

号に規定する貯蔵施

設（以下「貯蔵施

設」という。）又は

法第１６条の２第１

項に規定する特定供

給設備（以下「特定

供給設備」とい

う。）の設置の許可

の申請に対する審査 

（略） 

８ （略） 

-
 
3
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 
 

９ 法第３７条の３第１

項の規定による貯蔵

施設又は特定供給設

備の完成検査 

(1) 法第３６条第１項の

□許可に係る貯蔵施設又

□は特定供給設備 

３１，０００円に貯蔵

施設又は特定供給設備

（高圧ガス保安法第２

０条第１項又は第３項

の規定により完成検査

を受け、又は自ら行

い、同法第８条第１号

の技術上の基準に適合

していると認められた

液化石油ガスに係る施

設（以下「完成検査合

格施設」という。）で

あるものを除く。）の

数を乗じて得た額と

５，８００円に完成検

査合格施設である貯蔵

施設又は特定供給設備

の数を乗じて得た額と

の合計額 

 

（略） 

１０～

１３ 
（略） 

９ 法第３７条の３第１

項の規定による貯蔵

施設又は特定供給設

備の完成検査 

(1) 法第３６条第１項の

□許可に係る貯蔵施設又

□は特定供給設備 

３１，０００円に貯蔵

施設又は特定供給設備

（高圧ガス保安法第２

０条第１項若しくは第

３項又は第３９条の２

２第１項の規定により

完成検査を受け、又は

自ら行い、同法第８条

第１号の技術上の基準

に適合していると認め

られた液化石油ガスに

係る施設（以下「完成

検査合格施設」とい

う。）であるものを除

く。）の数を乗じて得

た額と５，８００円に

完成検査合格施設であ

る貯蔵施設又は特定供

給設備の数を乗じて得

た額との合計額 

（略） 

１０～

１３ 
（略） 

 

-
 
3
8
 
-



議案第８０号 

 

 

和解することについて 

 

 

下記のとおり和解したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 相 手 方   大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目１番１号 

興銀ビル２階 

株式会社広済堂ネクスト 代表取締役 挽地 信孝 

２ 和解の内容   和解金 １１９，６９９，８６０円 

ほか別紙の和解契約書（案）のとおり 

 

令和５年１２月５日 提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

新型コロナワクチン接種に関する委託業務において、委託事業者の再委託

先が勤務実績を水増ししたことなどにより、過大な委託料の請求を受けたた

め本市が損害を被ったことについて、和解したいので、本議案を提出するも

のである。 
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別紙 

 

和解契約書（案） 

 

池田市（以下「甲」という。）及び株式会社広済堂ネクスト（以下「乙」という。）は、

下記（対象事案の特定）記載の事案（以下「本件事案」という。）に関し、次のとおり和解

契約を締結した。 

 

（対象事案の特定） 

令和３年３月１日から令和５年４月１日までに甲と乙とで締結した２９の契約により甲が

乙に委託した新型コロナワクチン市コールセンター運営、新型コロナワクチン接種関係窓口

対応業務、新型コロナワクチン接種業務及び新型コロナワクチン接種証明書発行業務のうち、

２２の契約によるものにおいて、乙の再委託先が勤務実績を水増ししたことなどにより、乙

が甲に対し過大な委託料の請求をしたため、甲は、乙に対し当該請求のとおりに支払をし、

損害を被った。 

 

第１条 乙は、本件事案について、その事実関係を認め、乙にその責任があることを認める。 

第２条 乙は、甲に対し、本件事案に関し甲が乙に支払を要しないと認めた額（以下「不当

利得額」という。）として１１５，７２８，９３３円及び遅延損害金として３，９７０，

９２７円について支払義務があることを認める。なお、遅延損害金は、甲が乙にそれぞれ

過大な請求に対して支払をした日（以下「起算日」という。）から令和５年１０月３１日

まで年３分の割合により算定し、不当利得額及び遅延損害金の内訳は、次の表のとおりで

ある。 

契約名 不当利得額 起算日 遅延損害金 

新型コロナワクチン市コール

センター運営委託 
1,255,505円 令和3年4月30日 94,317円 

新型コロナワクチン接種関係

窓口対応業務委託 
82,765円 令和3年4月30日 6,217円 

新型コロナワクチン市コール

センター運営委託 
15,089,144円 令和3年11月22日 878,064円 
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新型コロナワクチン接種業務

委託 
8,340,846円 令和3年11月22日 485,368円 

新型コロナワクチン市コール

センター運営委託 
6,029,054円 令和4年1月31日 316,153円 

新型コロナワクチン接種業務

委託 
873,263円 令和4年1月31日 45,792円 

新型コロナワクチン市コール

センター運営委託 
2,206,919円 令和4年3月31日 105,025円 

新型コロナワクチン接種関係

窓口対応業務委託 
23,863円 令和4年3月31日 1,135円 

新型コロナワクチン市コール

センター運営委託 
38,469,882円 令和4年11月21日 1,087,696円 

新型コロナワクチン接種業務

委託 
6,259,879円 令和4年11月21日 176,991円 

新型コロナワクチン接種関係

窓口対応業務委託 
130,181円 令和4年12月20日 3,370円 

新型コロナワクチン接種業務

委託 
1,115,557円 令和4年12月20日 28,882円 

新型コロナワクチン市コール

センター運営委託 
9,848,855円 令和4年12月20日 254,990円 

新型コロナワクチン接種関係

窓口対応業務委託 
110,352円 令和5年1月31日 2,476円 

新型コロナワクチン市コール

センター運営委託 
14,302,335円 令和5年1月31日 320,920円 

新型コロナワクチン接種業務

委託 
956,563円 令和5年1月31日 21,463円 

新型コロナワクチン接種業務

委託 
865,755円 令和5年4月28日 13,235円 

新型コロナワクチン市コール

センター運営委託 
5,713,141円 令和5年4月28日 87,340円 

新型コロナワクチン接種関係

窓口対応業務委託 
96,558円 令和5年4月28日 1,476円 

新型コロナワクチン市コール

センター運営委託 
3,514,046円 令和5年6月30日 35,525円 

新型コロナワクチン接種関係

窓口対応業務委託 
75,867円 令和5年6月30日 766円 

新型コロナワクチン接種業務

委託 
368,603円 令和5年6月30日 3,726円 
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第３条 前条の金員の支払は、令和６年１月３１日限り、甲が別途指定する甲名義の預金口

座に振り込む方法によるものとし、その振り込みに要する費用は、乙が負担する。 

第４条 甲及び乙は、乙から甲に対し第２条の金員の全額が支払われたときは、令和３年３

月１日から令和５年５月３１日までに乙がした池田市の新型コロナワクチンに関する業務

について、甲と乙の間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。ただし、本和解契

約締結後に、甲において当該業務における乙の過大請求が新たに発覚した場合又は当該業

務における乙の甲に対する過大請求に係る処理に関して厚生労働大臣、警察その他の機関

から指摘、指導等があった場合は、この限りでない。 

 

 

上記の契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その

１通を所持する。 

 

令和５年  月  日 

（甲） 池田市城南１丁目１番１号     

池田市              

 池田市長 瀧澤 智子       

 

（乙） 大阪市中央区高麗橋４丁目１番１号 

興銀ビル２階           

          株式会社広済堂ネクスト      

                   代表取締役 挽地 信孝     
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議案第８０号  参  考 

 

経過について 

 

１ 池田市（以下「甲」という。）と株式会社広済堂ネクスト（当初は、株式

会社廣済堂。以下「乙」という。）は、甲が実施する新型コロナワクチン市

コールセンター運営業務、新型コロナワクチン接種関係窓口対応業務、新型

コロナワクチン接種業務及び新型コロナワクチン接種証明書発行業務につい

て、令和３年３月１日から令和５年４月１日までに計２９の委託契約を締結

した。 

２ 令和５年５月３０日、当該委託契約により乙が実施した業務において、乙

の再委託先が勤務実績を水増ししたことなどにより、乙が甲に対し過大な委

託料の請求をしていたこと（以下「本件事案」という。）について、乙から

甲に対し報告があった。この報告を受け、甲は、乙に対し、本件事案の詳細

について調査をするよう指示した。 

３ 令和５年１０月２０日、当該調査の結果として、２９のうち２２の委託契

約により実施した業務において過大な委託料の請求があったことについて、

乙から甲に対し報告があった。 

４ 本件事案に関し、乙が甲に対して１１９，６９９，８６０円（遅延損害金

として３，９７０，９２７円を含む。）の支払義務があることのほか、別紙

の和解契約書（案）の内容について相互に確認した。なお、和解契約の締結

に際し、和解契約書（案）から若干の表現の修正をすることがある。 
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議案第８１号 

 

 

池田市立石橋会館指定管理者の指定について 

 

 

下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

記 

１ 公の施設の名称 池田市立石橋会館 

２ 指 定 管 理 者 池田市石橋４丁目６番２号 

                    石橋南地域コミュニティ推進協議会 

３ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

  

  令和５年１２月５日 提出 

 

 

     池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

  池田市立石橋会館の管理を行わせるため、指定管理者を指定する必要があ

るので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

るものである。 
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議案第８１号  参  考 

 

指定管理者候補者の概要及び選定経過について 

 

１ 指定管理者候補者の概要 

(1) 候 補 者  石橋南地域コミュニティ推進協議会 

(2) 代 表 者  会長 栃尾 成一 

(3) 設 立  平成１９年１０月１１日 

(4) 構 成 

池田市立石橋会館を通じて提供されるサービスの主たる対象となる石橋

南地域の住民により構成される。 

(5) 管理実績 

平成３１年４月１日から令和６年３月３１日までの５年間、同団体を池

田市立石橋会館の指定管理者に指定している。 

 

２ 指定管理者候補者の選定経過 

池田市石橋会館指定管理者評価委員会により、当該団体が、池田市立石橋

会館の指定管理業務において、その設置目的の達成及び効果的かつ効率的な

管理運営に努めてきたとして評価された。よって、池田市指定管理者による

公の施設の管理に関する条例（平成１８年池田市条例第２４号）第６条第１

項第１号の規定による公募によらない指定を行うべく、指定管理者候補者と

して選定したものである。 
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議案第８２号 

 

 

池田市立くすのき学園指定管理者の指定について 

 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

記 

１ 公の施設の名称 池田市立くすのき学園 

２ 指 定 管 理 者 大阪府大阪市浪速区湊町二丁目１番５７号 

          社会福祉法人 産経新聞厚生文化事業団 

３ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１２月５日 提出 

 

 

                      池田市長 瀧 澤 智 子 

 

 

理  由 

  池田市立くすのき学園の管理を行わせるため、指定管理者を指定する必要

があるので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

求めるものである。 
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議案第８２号  参  考 

 

指定管理者候補者の概要及び選定経過について 

 

１ 指定管理者候補者の概要 

(1) 候 補 者  社会福祉法人 産経新聞厚生文化事業団 

(2) 代 表 者  理事長 鈴木 裕一 

(3) 設  立  昭和２８年１０月５日 

(4) 機  構  理 事 長  １名   専務理事  １名 

         理  事  ９名   監  事  ２名 

(5) 管理実績 

 平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの間、同団体に池田

市立くすのき学園の管理運営を委託し、平成１６年４月１日から令和６年

３月３１日までの４期にわたり、同団体を同施設の指定管理者に指定して

いる。 

 

２ 指定管理者候補者の選定経過 

 (1) 選定までのスケジュール 

   募集要項配布期間 令和５年８月２８日～令和５年１０月１０日 

   申請受付期間   令和５年９月１１日～令和５年１０月１０日 

   選定委員会    令和５年１０月３０日 

 (2) 応募団体数 １団体 

(3) 評価結果（池田市くすのき学園指定管理者選定・評価委員会） 

平均点 １１０．８点（各委員持点 １５０点） 
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議案第８３号 

 

 

池田市立葬祭場指定管理者、池田市立桃園墓地指定管理者 

及び五月山霊園指定管理者の指定について        

 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

記 

１ 公の施設の名称 池田市立葬祭場、池田市立桃園墓地及び五月山霊園 

２ 指 定 管 理 者 池田市城南２丁目７番１号 

          特定非営利活動法人 関西コミュニティ協会 

３ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１２月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

  池田市立葬祭場、池田市立桃園墓地及び五月山霊園の管理を行わせるため、

指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を求めるものである。 
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議案第８３号  参  考 

 

指定管理者候補者の概要及び選定経過について 

     

１ 指定管理者候補者の概要 

 (1) 候 補 者  特定非営利活動法人 関西コミュニティ協会 

 (2) 代 表 者  理事長 森田 茂稔 

 (3) 設  立  平成２２年６月１０日 

 (4) 機  構  理 事 長  １名   副理事長  １名 

         理  事 １２名   監  事  １名 

(5) 管理実績 

平成３１年４月１日から令和６年３月３１日までの間、同団体を池田市

立葬祭場、池田市立桃園墓地及び五月山霊園の指定管理者に指定している。 

 

２ 指定管理者候補者の選定経過 

 (1) 選定までのスケジュール 

   募集要項配布期間 令和５年８月２８日～令和５年９月２７日 

   申請受付期間   令和５年８月２８日～令和５年９月２７日 

   選定委員会    令和５年１０月１２日 

 (2) 応募団体数 ２団体 

 (3) 評価結果（池田市葬祭場・桃園墓地・五月山霊園指定管理者選定・評価

委員会） 

 指定管理者候補者 Ａ団体 

平均点 ８０．２点 ６９．７点 

（各委員持点 １００点） 
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議案第８４号 

 

 

池田市立水月児童文化センター指定管理者の指定について 

 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

記 

１ 公の施設の名称 池田市立水月児童文化センター 

２ 指 定 管 理 者 池田市井口堂１丁目１０番１８号３０Ａ 

          特定非営利活動法人 北摂こども文化協会 

３ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１２月５日 提出 

 

 

                      池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

理  由 

  池田市立水月児童文化センターの管理を行わせるため、指定管理者を指定

する必要があるので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会

の議決を求めるものである。 
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議案第８４号  参  考 

 

指定管理者候補者の概要及び選定経過について 

 

１ 指定管理者候補者の概要 

(1) 候 補 者  特定非営利活動法人 北摂こども文化協会 

(2) 代 表 者  理事長 川野 麻衣子 

(3) 設  立  平成１１年８月２４日 

(4) 機  構  理 事 長  １名   副 理 事  １名 

理  事  ７名   監  事  ２名 

顧  問  １名 

(5) 管理実績 

平成１６年４月１日から令和６年３月３１日までの４期にわたり、同団

体を池田市立水月児童文化センターの指定管理者に指定している。 

 

２ 指定管理者候補者の選定経過 

 (1) 選定までのスケジュール 

   募集要項配布期間 令和５年８月１日～令和５年９月１５日 

   申請受付期間   令和５年８月１５日～令和５年９月１５日 

   選定委員会    令和５年９月２８日 

 (2) 応募団体数 １団体 

(3) 評価結果（池田市水月児童文化センター指定管理者選定・評価委員会） 

平均点 ９５．９点（各委員持点 １２０点） 
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議案第８５号 

 

 

池田市立児童館指定管理者の指定について 

 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

記 

１ 公の施設の名称 池田市立児童館 

２ 指 定 管 理 者 大阪府箕面市粟生間谷西７丁目１５番１５号 

          教友会（池田市退職教職員友の会） 

３ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１２月５日 提出 

 

 

                      池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

理  由 

  池田市立児童館の管理を行わせるため、指定管理者を指定する必要がある

ので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める

ものである。 
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議案第８５号  参  考 

 

指定管理者候補者の概要及び選定経過について 

 

１ 指定管理者候補者の概要 

(1) 候 補 者  教友会（池田市退職教職員友の会） 

(2) 代 表 者  代表理事 平岡 博幸 

(3) 設  立  昭和６１年７月１０日 

(4) 機  構  代表理事  １名   理  事 １２名 

幹  事 １１名   会  計  １名 

監  事  ３名   顧  問  １名 

(5) 管理実績 

平成２１年１０月１日から令和６年３月３１日までの３期にわたり、同

団体を池田市立児童館の指定管理者に指定している。 

 

２ 指定管理者候補者の選定経過 

 (1) 選定までのスケジュール 

   募集要項配布期間 令和５年８月１日～令和５年９月１５日 

   申請受付期間   令和５年８月１５日～令和５年９月１５日 

   選定委員会    令和５年９月２８日 

 (2) 応募団体数 １団体 

(3) 評価結果（池田市児童館指定管理者選定・評価委員会） 

平均点 １００．９点（各委員持点 １２０点） 
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議案第８６号 

 

 

池田市立ギャラリー指定管理者の指定について 

 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

記 

１ 公の施設の名称 池田市立ギャラリー 

２ 指 定 管 理 者 池田市栄町１番１号 

          一般財団法人 いけだ市民文化振興財団 

３ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１２月５日 提出 

 

 

                      池田市長 瀧 澤 智 子 

 

 

理  由 

  池田市立ギャラリーの管理を行わせるため、指定管理者を指定する必要が

あるので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求

めるものである。 
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議案第８６号  参  考 

 

指定管理者候補者の概要及び選定経過について 

 

１ 指定管理者候補者の概要 

(1) 候 補 者  一般財団法人 いけだ市民文化振興財団 

(2) 代 表 者  理事長 鵜川 淳 

(3) 設  立  平成１０年５月２１日 

(4) 機  構  会  長  １名   副 会 長  １名 

理 事 長  １名   副理事長  １名 

常務理事  １名   理  事  ８名 

名誉顧問  ４名   顧  問  ４名 

監  事  ２名 

(5) 管理実績 

  平成１０年１０月１日から平成１６年３月３１日までの間、同団体に池

田市立ギャラリーの管理運営を委託し、平成１６年４月１日から令和６年

３月３１日までの４期にわたり、同団体を同施設の指定管理者に指定して

いる。 

 

２ 指定管理者候補者の選定経過 

 (1) 選定までのスケジュール 

   募集要項配布期間 令和５年８月２８日～令和５年９月２６日 

   申請受付期間   令和５年８月２８日～令和５年９月２６日 

   選定委員会    令和５年１０月６日 

 (2) 応募団体数 １団体 

(3) 評価結果（池田市ギャラリー指定管理者選定・評価委員会） 

平均点 ８０．５点（各委員持点 １２０点） 
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議案第８７号 

 

 

池田市立３Ｒ推進センター指定管理者の指定について 

 

 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

記 

１ 公の施設の名称 池田市立３Ｒ推進センター 

２ 指 定 管 理 者 池田市空港１丁目３番８号 

          特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ 

３ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

  令和５年１２月５日 提出 

 

 

                      池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

  池田市立３Ｒ推進センターの管理を行わせるため、指定管理者を指定する

必要があるので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議

決を求めるものである。 
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議案第８７号  参  考 

 

指定管理者候補者の概要及び選定経過について 

 

１ 指定管理者候補者の概要 

(1) 候 補 者  特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ 

(2) 代 表 者  理事長 庄田 佳保里 

(3) 設  立  平成２２年６月１７日 

(4) 機  構  理 事 長  １名   副理事長  ２名 

         理  事  ５名   監  事  ２名 

(5) 管理実績 

 平成２１年７月１日から令和６年３月３１日までの３期にわたり、同団

体を池田市立３Ｒ推進センターの指定管理者に指定している。 

 

２ 指定管理者候補者の選定経過 

 (1) 選定までのスケジュール 

   募集要項配布期間 令和５年８月３１日～令和５年１０月２日 

   申請受付期間   令和５年８月３１日～令和５年１０月２日 

   選定委員会    令和５年１０月１６日 

 (2) 応募団体数 １団体 

(3) 評価結果（池田市３Ｒ推進センター指定管理者選定・評価委員会） 

平均点 ８５．９点（各委員持点 １１５点） 
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議案第８８号

令和５年度

池 田 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算

（第１号）

-
 
5
9
 
-



-
 
6
0
 
-



令和５年度池田市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

 

 （総 則） 

 第１条 令和５年度池田市病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 

 （収益的支出） 

 第２条 令和５年度池田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正

する。 

 

支       出 

 

                                                   （単位：千円） 

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

 第１款 病院事業費用 １４,５５４,２４０  △ １９,４００  １４,５３４,８４０  

  第２項 医 業 外 費 用 ２３０,５４８  △ １９,４００  ２１１,１４８  

 

 

 

-
 
6
1
 
-



 （資本的収入及び支出） 

 第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

 

収       入 

 

                                                   （単位：千円） 

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

 第１款 資 本 的 収 入 １,７２９,４０５  △ ２１３,４００   １,５１６,００５  

  第１項 企 業 債 ９９４,０００  △ ２１３,４００   ７８０,６００  

 

 

支       出 

 

                                                   （単位：千円） 

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

 第１款 資 本 的 支 出 ２,１８９,９８０  △ ２１３,４００  １,９７６,５８０  

  第１項 建 設 改 良 費 １,０１６,８８６  △ ２１３,４００  ８０３,４８６  

 

 

-
 
6
2
 
-



 （債務負担行為） 

 第４条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に、次のとおり追加する。 

 

事    項 期    間 限  度  額 

防 災 設 備 更 新 事 業 令和６年度 １０２,２００ 千円     

熱 源 設 備 更 新 事 業 令和６年度 １１２,２００ 千円     

 

 

 （企業債） 

 第５条 予算第５条に定めた企業債の限度額を、次のとおり補正する。 

 

補 正 前         

起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法 利 率 借 入 先 
償       還       の       方       法 

償還期限 据置期間 償還方法 そ の 他 

附帯設備整備事業 

千円  
 

４７４,０００  
 
 

普通貸借又

は証券発行 

７％ 

以内 

政府又は 

銀 行 等 
１５年以内 ３年以内 

元利均等又
は元金均等
で年賦又は
半年賦 

財政の都合によ
り繰上償還又は
低利に借換える
ことができる。 

 

 

-
 
6
3
 
-



補 正 後         

起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法 利 率 借 入 先 
償       還       の       方       法 

償還期限 据置期間 償還方法 そ の 他 

附帯設備整備事業 

千円  
 

２６０,６００  
 
 

普通貸借又

は証券発行 

７％ 

以内 

政府又は 

銀 行 等 
１５年以内 ３年以内 

元利均等又
は元金均等
で年賦又は
半年賦 

財政の都合によ
り繰上償還又は
低利に借換える
ことができる。 

 

 

 

 

            令和５年１２月５日 提 出 

                    大阪府池田市長  瀧 澤 智 子 

-
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-



令和５年度池田市病院事業会計補正予算実施計画

款 項 目

病 院 事 業 費 用 14,554,240 △ 19,400 14,534,840

医 業 外 費 用 230,548 △ 19,400 211,148

雑 支 出 90,381 △ 19,400 70,981

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

収 益 的 支 出 

（単位：千円）

-
 
6
5
 
-



款 項 目

資 本 的 収 入 1,729,405 △ 213,400 1,516,005

企 業 債 994,000 △ 213,400 780,600

建設改良費等の財源に
充てるための企業債 994,000 △ 213,400 780,600

款 項 目

資 本 的 支 出 2,189,980 △ 213,400 1,976,580

建 設 改 良 費 1,016,886 △ 213,400 803,486

委 託 料 48,200 △ 4,400 43,800

工 事 請 負 費 426,000 △ 209,000 217,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

（単位：千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

支　　　　出

（単位：千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

収　　　　入

-
 
6
6
 
-



-
 
6
7
 
-



(単位：千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失（△） 52,458

減価償却費  589,596

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,363

賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少） △ 49,764

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 545

長期前受金戻入 △ 37,507

受取利息 △ 25

支払利息  110,167

固定資産除却費 24,000

未収金の増減額（△は増加） 375,643

未払金の増減額（△は減少） 298,764

小計  1,417,150

利息の受取額  25

利息の支払額 △ 110,167

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,307,008

令和５年度池田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

-
 
6
8
 
-



２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 709,819

寄附金等による収入  2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー　 △ 707,819

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入  780,600

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 1,173,094

リース債務の返済による支出 △ 22,686

他会計からの出資による収入  733,405

財務活動によるキャッシュ・フロー 318,225

資金増加額（又は減少額） 917,414

資金期首残高  4,398,836

資金期末残高  5,316,250

-
 
6
9
 
-



千円 千円 千円 千円 千円

防災設備更新事業 102,200 ― 102,200 102,200 ―

熱源設備更新事業 112,200 ― 112,200 112,200 ―

―

―

期 間 期 間

令和６年度

令和６年度

債務負担行為に関する調書

金 額 金 額

限 度 額

前年度末までの支払義務
発生（見込）額

当該年度以降の支払義務
発生予定額

事 項

企業債

左の財源内訳

その他

-
 
7
0
 
-



-
 
7
1
 
-



１

(1)

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

(ｴ)

(ｵ)

(ｶ)

(ｷ)

12,837,987

1,689

206,000

84

有形固定資産合計

減 価 償 却 累 計 額 △ 84,063 121,937

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,605

1,311,938

507,441

建 設 仮 勘 定 112,222

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

器 械 及 び 備 品

車 両

リ ー ス 資 産

18,696,579

6,145,361

5,143,545

2,900

△ 13,553,034

令和５年度池田市病院事業予定貸借対照表

資　　産　　の　　部　

千円

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

△ 4,363,614

5,675,552

△ 504,541

減 価 償 却 累 計 額

土 地

（令和６年３月３１日）

千円 千円千円

建 物

-
 
7
2
 
-



(2)

(ｱ)

(ｲ)

(3)

(ｱ)

２

(1)

(2)

(3)

7,425,077

2,082,460

21,179

5,316,250

0

20,284,243

2,068,700

40,127

12,859,166

未 収 金

貸 倒 引 当 金

その他無形固定資産

無形固定資産合計

資 産 合 計

△ 13,760

貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

貸 倒 引 当 金

現 金 預 金

流 動 資 産

2,243

18,936

0

2,400

△ 2,400

無 形 固 定 資 産

投 資

投 資 合 計

修 学 資 金 貸 付 金

電 話 加 入 権

固 定 資 産 合 計

-
 
7
3
 
-



３

(1)

(ｱ)

（2）

（3）

(ｱ)

４

(1)

(ｱ)

（2）

（3）

（4）

(ｱ)

(ｲ)

（5）

350,089

3,433,812

4,245,092

63,439

5,956,003

4,245,092

23,072

285,848

64,241

1,647,472

負　　債　　の　　部

退 職 給 付 引 当 金

流 動 負 債 合 計

賞 与 引 当 金

預 り 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

企 業 債 合 計

流 動 負 債

878,874

固 定 負 債

企 業 債

引 当 金

企 業 債

68,029

法定福利費引当金

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

リ ー ス 債 務

リ ー ス 債 務

2,113,748未 払 金

引 当 金

企 業 債 合 計

引 当 金 合 計

1,647,472

878,874

-
 
7
4
 
-



５

(1)

６

７

(1)

(ｱ)

(2)

(ｱ)

負 債 合 計

剰 余 金

409,376

9,598,187

25,298,736

11,380

208,372

資 本 金

繰 延 収 益 合 計

当年度未処理欠損金

利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

14,624,060

△ 201,004

20,284,243

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

10,686,056

△ 14,612,680

△ 14,624,060

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

収 益 化 累 計 額

11,380

資 本 剰 余 金

資　　本　　の　　部

受 贈 財 産 評 価 額

-
 
7
5
 
-



令和５年度財務諸表に係る注記 

 

１ その他 

 （１）賞与引当金の目的使用による取り崩しについて 

     当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 344,703 千円を取り崩す。 

（２）法定福利費引当金の目的使用による取り崩しについて 

     当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、法定福利費引当金 55,150 千円を取り崩す。 

 

-
 
7
6
 
-



議案第８８号　　説　　明

令和５年度

池田市病院事業会計補正予算説明

（第１号）

-
 
7
7
 
-



-
 
7
8
 
-



千円 千円 千円 千円 千円

病院事業費用 14,554,240 △ 19,400 14,534,840

医 業 外 費 用 230,548 △ 19,400 211,148

雑 支 出 90,381 △ 19,400 70,981

雑 支 出 △ 19,400 その他雑支出 △ 19,400 減額

収　益　的　支　出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 補正後予定額 節 金 額 説 明

-
 
7
9
 
-



千円 千円 千円 千円 千円

資 本 的 収 入 1,729,405 △ 213,400 1,516,005

企 業 債 994,000 △ 213,400 780,600

建設改良費等の
財源に充てる
ための企業債

994,000 △ 213,400 780,600

建設改良費等の
財 源 に 充 て る
た め の 企 業 債

△ 213,400 附帯設備整備事業 △ 213,400 減額

資　本　的　収　入

款 項 目 既決予定額 補正予定額 補正後予定額 節 金 額 説 明

-
 
8
0
 
-



千円 千円 千円 千円 千円

資 本 的 支 出 2,189,980 △ 213,400 1,976,580

建 設 改 良 費 1,016,886 △ 213,400 803,486

委 託 料 48,200 △ 4,400 43,800

委 託 料 △ 4,400 監理業務委託料 △ 4,400 減額

工 事 請 負 費 426,000 △ 209,000 217,000

防災設備更新工事 △ 132,000 減額

熱源設備更新工事 △ 77,000 減額

節 金 額 説 明

工 事 請 負 費 △ 209,000

資　本　的　支　出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 補正後予定額

-
 
8
1
 
-



 

-
 
8
2
 
-



議案第８９号

　令和５年度池田市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ８,６４６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１０,７８７,７００千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳

　入歳出予算補正」による。

　　令和５年１２月５日　提出

令和５年度池田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
8
3
 
-



-
 
8
4
 
-



議案第８９号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

介護保険事業特別会計 第２号

令和５年度

-
 
8
5
 
-



-
 
8
6
 
-



歳 入

-
 
8
7
 
-



-
 
8
8
 
-



-
 
8
9
 
-



 

-
 
9
0
 
-



歳 出

-
 
9
1
 
-



-
 
9
2
 
-



参 考 資 料

-
 
9
3
 
-



-
 
9
4
 
-



-
 
9
5
 
-

10



-
 
9
6
 
-



-
 
9
7
 
-



 

-
 
9
8
 
-



議案第９０号

　令和５年度池田市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ５１３,７３１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　４３,８０３,０６７千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ 「第１表  歳入歳

　出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は､「第２表  繰越明許費補正」

　による。

（債務負担行為の補正）

第３条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第３表　債務負担

　行為補正」による。

　　令和５年１２月５日　提出

令和５年度池田市一般会計補正予算（第８号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
9
9
 
-



-
 
1
0
0
 
-



-
 
1
0
1
 
-



（単位：千円）

事　　　　業　　　　名

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 住民記録システム改修事業 7,238

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 戸籍システム改修事業 5,654

第２表　繰越明許費補正

款 項 金　　　額

-
 
1
0
2
 
-



期　　　　　　　間 限　　　　　度　　　　　額

第３表　債務負担行為補正

事                      項

広 報 誌 等 情 報 発 信 事 業 令和６年度 37,653千円

-
 
1
0
3
 
-



 

-
 
1
0
4
 
-



議案第９０号　　説　　明

令和５年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 ８ 号

-
 
1
0
5
 
-



-
 
1
0
6
 
-



歳 入

-
 
1
0
7
 
-



-
 
1
0
8
 
-



-
 
1
0
9
 
-



-
 
1
1
0
 
-



-
 
1
1
1
 
-



-
 
1
1
2
 
-



-
 
1
1
3
 
-



 

-
 
1
1
4
 
-



歳 出

-
 
1
1
5
 
-



-
 
1
1
6
 
-



-
 
1
1
7
 
-



-
 
1
1
8
 
-



-
 
1
1
9
 
-



-
 
1
2
0
 
-



-
 
1
2
1
 
-



 

-
 
1
2
2
 
-



参 考 資 料

-
 
1
2
3
 
-



-
 
1
2
4
 
-



-
 
1
2
5
 
-



-
 
1
2
6
 
-



-
 
1
2
7
 
-



-
 
1
2
8
 
-



-
 
1
2
9
 
-



-
 
1
3
0
 
-



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 22,703,791     435,797     23,139,588     

人　  件　  費 8,512,170     ─  　 8,512,170     

扶　  助　  費 10,335,220     435,797     10,771,017     

公　  債　  費 3,856,401     ─  　 3,856,401     

 投 資 的 経 費 2,188,756     2,574     2,191,330     

 そ　   の   　他 18,396,789     75,360     18,472,149     

物　  件　  費 8,162,109     30,704     8,192,813     

そ　  の　  他 10,234,680     44,656     10,279,336     

43,289,336     513,731     43,803,067     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表

-
 
1
3
1
 
-



（7.2）（9.4）

-
 
1
3
2
 
-



-
 
1
3
3
 
-


